
（別添）

【事業名称】 先駆的空き家対策モデル事業

【事業の特徴】 ・町内会での持続可能な空き家調査の試行
・町内会の空き家情報を共有することができるWEBシステムの開発・試行
・所有者の相続、認知症により空き家となる物件について家族や町内会などが受
託者となる信託を活用した空き家の管理・処分方法の検討
・行政が申立可能な財産管理制度の利活用の研究

・特定空家等について、一部の者の氏名及び所在が確認できない場合における
修繕や除却の実現方法の提示

【取組の経緯（解決すべき課題と現実的に困っている内容）】

課題の大分類 課題の小分類 課題に関して現実的に困っている内容（具体例含む）

(1) 空き家の調
査とその結果
の整理・活用に
ついて

１）町内会単独では空
き家調査は難しい。

２）空き家の諸問題を解
決するスピードが遅い。
３）空き家調査の困難
性

・空き家が急増する中、町内会単独で空き家調査に取り組まざるを
得ない状況があり、持続可能な空き家調査ができるようにする必要
がある。
・各町内会の空き家情報が共有されていないため、問題のある空
き家が長年放置されていたり、近隣に危険が迫ったりしている。
・弁護士業務として、空き家の相談を受け、空き家の所有者調査を
行うことがある。行政が空き家の所有者特定に悩んでいる等の報
道を目にし、我々が有している空き家調査のノウハウを活用しても
らいたい。

(2)空き家の適
正管理・利活用
の促進手法に
ついて

１）空き家の所有者が
認知症の場合、処分が
できない。
２）身寄りのない所有者
の空き家が管理処分で
きない。

・特に認知症、共有関係の場合には、成年後見制度などの普及済
みの制度では解決が困難。

・身寄りのない所有者の空き家が放置されている。

一般社団法人岡山住まいと暮らしの相談センター （岡山市住宅課など）

1



一般社団法人岡山住まいと暮らしの相談センター （別添）

課題の大分類 課題の小分類 課題の大分類

(3)特定空家と
なった物件へ
の対応につい
て

特定空家等について、
一部の者の氏名及び
所在が確認できない

・一部の者の氏名及び所在が確認できないときは、当該特定空家
等の修繕や除却を実現するために、確知できた一部の共有者に対
して通常の措置命令及び代執行の手続を取ればよいのか、あるい
は、略式代執行の手続をとることになるのか、実務上、判断に迷う。
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【主な事業項目と取組内容・方法】

大項目 細項目 取組内容・方法

(1)空き家の調
査とその結果
の整理・活用に
ついて

１）町内会での持続可能
な空き家調査の試行
２）町内会の空き家情報
を共有することができる
WEBシステムの開発・試
行
３）マニュアル作成

・町内会単独で持続可能な空き家調査ができるようにするために
独自に作成した簡易なチェックシート等を用いて調査した。
・町内会が保有している空き家情報などを、岡山市と当センター
がリアルタイムに情報共有することができるようにする必要が
あった。そこで、WEBシステム「VH‐MAP」を開発し、岡山市とその
WEBシステムの試行と運用についての環境整備を行った。
・詳細については成果物⑤「空き家の調査手法及び空き家対策
に用いることが可能な法制度のマニュアル」参照

(2)空き家の適
正管理・利活用
の促進手法に
ついて

町内会などによる信託を
活用した空き家の管理・
処分方法の検討

・詳細については成果物④「民事信託を活用した空き家管理」参
照

(3)特定空家と
なった物件へ
の対応につい
て

特定空家等について、一
部の者の氏名及び所在
が確認できない場合にお
ける修繕や除却の実現
方法について

・詳細については成果物⑥「所有者が複数の場合（遺産共有を含
む『共有』の場合）」における「過失がなくてその措置を命ぜられる
べき者を確知することができないとき（法１４条１０項）」の適用に
ついて」参照
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【成果物】

① 空き家チェックシート
② 空き家調査結果管理データベースを組み込んだWEBシステム「VH-MAP」
③ 認知症に備えた家族を連続受託者とした信託契約書
④ 「民事信託を活用した空き家管理」
⑤ 「空き家の調査手法及び空き家対策に用いることが可能な法制度のマニュアル」
⑥ 「所有者が複数の場合（遺産共有を含む『共有』の場合）」における「過失がなくてその措置を命

ぜられるべき者を確知することができないとき（法１４条１０項）」の適用について

【成果物の概要】

成果物①
空き家チェックシート

・個別の管理画面
（付加情報）

成果物②
WEBシステム「VH-MAP」

・個別の管理画面（基本情報）
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・空き家の位置情報表示機能
（地理情報システム）

編集ボタンを押すと
各種情報の更新・
アップロードができる。

拡大図

・個別の管理画面（基本情報）

空き家がマークで表示される

成果物② WEBシステム「VH-MAP」 詳細

ここをクリックすると左の
基本情報が表示される。
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成果物③ 成年後見制度では対応できない事案について
実際に民事信託を利用した際の契約書

成果物④ 「民事信託を活用した空き家管理」

成果物⑤ 「空き家の調査手法及び空き家対策に用いることが
可能な法制度のマニュアル」

成果物⑥ 「所有者が複数の場合（遺産共有を含む『共有』の
場合）」における「過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確
知することができないとき（法１４条１０項）」の適用について」


